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本
市
は
、
肥
沃
な
大
地
と
豊

か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、
全
国
有

数
の
農
産
地
で
あ
る
と
と
も
に
、

世
界
遺
産
暫
定
一
覧
表
に
登
載

さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
資
源
や
伝

統
的
な
そ
う
め
ん
産
業
な
ど
、

全
国
に
誇
る
郷
土
文
化
を
有
し

て
い
ま
す
。
一
方
、
出
生
率
の

低
下
や
若
者
の
流
出
等
に
よ
る

人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
が
全

国
平
均
を
上
回
る
ス
ピ
ー
ド
で

進
行
し
て
お
り
、
社
会
経
済
活

動
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
福
祉
問
題
や
雇

用
問
題
、
交
通
問
題
な
ど
、
本

市
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
山

積
み
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
財
源

で
の
効
率
的
な
行
財
政
運
営
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
総
合
計
画
」
は
、
こ
う
し

た
厳
し
い
状
況
下
に
お
い
て
、

全
て
の
市
民
が
安
心
し
て
安
全

に
、
そ
し
て
、
誇
り
と
夢
を
持

っ
て
暮
ら
す
た
め
の
総
合
的
な

ま
ち
づ
く
り
の
指
標
と
し
て
策

定
す
る
10
カ
年
計
画
で
す
。
本

市
が
進
め
る
各
種
の
施
策
や
事

業
等
の
基
本
的
な
計
画
で
あ
り
、

市
民
や
事
業
者
の
皆
さ
ん
と
行

政
が
一
緒
に
な
っ
て
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
「
市
民
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
」
の
指
標
と
さ
れ
る

も
の
で
す
。

　
基
本
構
想
の
策
定
に
当
た
り
、

総
合
計
画
審
議
会[

会
長
　
松

本
直
澄
氏
（
深
江
町
）
以
下
23

人]

を
組
織
し
、
平
成
19
年
１

月
か
ら
計
５
回
の
審
議
会
と
３

部
会
（
生
活
・
事
業
・
行
政
）

で
協
議
を
重
ね
、
平
成
19
年
第

４
回
市
議
会
定
例
会
で
の
議
決

を
得
ま
し
た
。

　
本
市
を
取
り
巻
く
環
境
が
大

き
く
変
化
す
る
な
か
、
南
島
原

市
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
を

考
え
る
上
で
は
、
社
会
情
勢
の

変
化
や
市
民
の
意
向
を
的
確
に

把
握
し
、
こ
れ
ら
に
積
極
的
に

対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
の
重
点

課
題
と
し
て
、
８
項
目
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。

①
自
然
環
境
と
調
和
し
た
循
環

　
型
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

　
こ
と

②
世
界
的
な
歴
史
遺
産
を
は
じ

　
め
郷
土
文
化
を
み
ん
な
で
守

　
り
活
か
す
こ
と

③
農
業
を
は
じ
め
と
す
る
地
域

　
全
体
の
産
業
振
興
を
進
め
、

　
雇
用
機
会
を
拡
大
す
る
こ
と

④
地
域
で
支
え
あ
う
充
実
し
た

　
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
ま
ち

　
を
つ
く
る
こ
と

⑤
子
育
て
か
ら
学
校
教
育
、
生

　
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
が

　
一
体
と
な
っ
た
人
づ
く
り
の

　
ま
ち
を
つ
く
る
こ
と

⑥
尊
い
生
命
と
貴
重
な
財
産
を

　
守
る
防
災
、
防
犯
、
交
通
安

　
全
の
ま
ち
を
つ
く
る
こ
と

⑦
地
域
高
規
格
道
路
を
は
じ
め

　
と
す
る
交
通
体
系
や
情
報
基

　
盤
な
ど
便
利
で
快
適
な
市
民

　
生
活
を
支
え
る
ま
ち
の
基
盤

　
を
整
備
す
る
こ
と

⑧
市
民
協
働
を
基
本
に
、
人
権

　
が
尊
重
さ
れ
男
女
が
平
等
に

　
暮
ら
せ
る
社
会
を
構
築
す
る

　
こ
と

　
効
果
的
・
効
率
的
で
持
続
可

　
能
な
行
財
政
運
営
を
行
う
こ

　
と

◎
ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像

南向きに生きよう！南向きに生きよう！
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基盤整備基盤整備 協働行政協働行政

人づくり人づくり 安心安全安心安全

産業経済産業経済 健康福祉健康福祉

自然環境自然環境 郷土文化郷土文化

まちづくりの 目標と方向性
10年後のまちの姿と実現のための方向性地域別まちづくりの方向性



　現在建設中の加津佐総合支所庁舎が、３月に完

成し３月31日㈪から新庁舎にて業務を開始する

予定です。

　また、これに伴い、旧庁舎は３月30日㈰限り

で閉鎖となりますのでご注意ください。庁舎移転

では何かとご不便をおかけいたしますが、市民皆

さまのご協力をお願いします。

■移転先
　〒859-2601 加津佐町己３５１４番地

　　　　　　　（保健センターコスモピア横）

　市では、まちの理想像や市民の生活が快いものに

なるための目標を掲げ、よりよいまちづくりを目指

すため、「南島原市民憲章」の策定を進めています。

　市民の皆さまに親しまれる、よりよい市民憲章を

策定するため、ご意見を募集します。

■応募方法など
　●応募資格　市内に在住・在勤・在学、もしく

　　　　　　　は事業所等を有する人　

　●提出期間　３月14日㈮まで　　　　　　　

　●応募方法　氏名、郵便番号、住所、電話番号、

　　意見内容（理由などは、できるだけ併記）　

　※ご記入のうえ、郵送・FAX・電子メールで　

　　提出して下さい。　

■生活機能評価とは
　生活機能とは、人が生きていくための機能全体

のことです。体や精神の働き（心身機能）だけで

なく、日常生活動作や家事、職業能力など家庭や

社会での役割も含みます。

　65歳以上の健康づくりでは、今ある心身の機

能をできるだけ落とさないことが大切です。その

ためには生活機能の低下をチェックする「生活機

能評価」を受けましょう。　　　　　　　　　　

　受診の結果、生活機能の低下がみられる人は介

護予防事業に参加できます。

■対象者（個別に通知します）
　介護保険第１号被保険者（65歳以上）で要支援･

要介護認定に該当しない人（65歳誕生日以降より

対象）

　対象者には特定健診・後期高齢者健康診査等案

内と一緒に通知しますので、生活機能の低下が疑

われる場合は必ず受けましょう。

■生活機能評価のながれ

　急激に進む少子高齢社会に対応し、医療費が増

大する中、国民皆保険制度を将来にわたり維持可

能なものとするため、４月から新たな高齢者医療

制度が創設されます。

　これに伴い保険給付等について、下記のように

見直しがあります。また、高齢者の負担が激減す

ることのないよう見直しが行われていますので、

その内容をお知らせします。

■負担区分の変更

◆昨年の制度改正では、70～74歳の人の窓口負

　担については、４月から２割負担に見直される

　こととされていたものを１割に据え置くものです。

◆既に３割負担をされている人や、後期高齢者医

　療制度の対象となる一定の障害認定を受けた人

　は除きます。

■医療費が高額になった場合の　　　　
　自己負担限度額について
　70歳～74歳の人の医療費が高額になった場合

の自己負担限度額は、４月から平成21年３月ま

で据え置かれます。

至 口之津

至 雲仙

野田浜海水浴場

加津佐保健センター
コスモピア

加津佐総合福祉センター
『希望の里』

中華料理
華　豊

加津佐
総合支所

加津佐自動車
整備工場

小林石油

至 小浜

加
津
佐
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー

案 内 図

基本チェック・計測・診察・医師の判定

問診・血液検査・心電図検査 など

生活機能低下なし

健康づくり事業などへの参加

生活機能低下あり

上記に加え

生活機能の向上が必要

介護予防事業への参加

生活機能チェック

生 活 機 能 検 査

０歳～２歳
　 ０ 歳 ～ 　
義務教育就学前

２　割

３歳～69歳
義務教育就学後
～70歳未満

３　割

70歳以上 70歳～74歳

一般、低所得Ⅰ・Ⅱ
１　割

平成21年4月1日から
２　割

現役並み所得者
３　割

　 対 象 者 　

変 更 前 変 更 後
自己負担割合

　私たちのまち南島原市は、さんさんと太陽がふ

りそそぎ、豊かな自然に包まれています。また、

いち早くヨーロッパの文化を受け入れた誇り高い

歴史のまちです。

　人々は、古より普賢岳と有明海の恵みに感謝し、

幾多の困難の中にあっても、夢と希望をもって懸

命に生きてきました。

　私たちは、先人の精神を受け継ぎ、南向きに生

きることを誓い、ここに南島原市民憲章を定めます。

●守　ろ　う　環境・大地　この自然

●生 か そ う　歴史・文化　この郷土

●育 て よ う　  心 ・健康　この家庭

●羽ばたこう　未　来　へ　　　　　

南島原市民憲章（素案）

いにしえ
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老人医療受給者証 後期高齢者医療被保険者証
※老人医療受給者証はなくなります。

※名刺サイズのカード方式です。

老人医療

受給者証

保険証
（国保、社保、共済など）

※手続きは必要ありません。

※老人保健制度で障害認定を受けている75歳未満の
　人は、認定の取り下げ申請をすることもできます。

特定健診・保健指導の実施率等（平成２４年度まで）

①特定健康診査の実施率…６５％

②特定保健指導の実施率…４５％

③メタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少率…１０％

成果によって

75歳74歳

被保険者証
後期高齢者医療

被保険者証

目標を達成できないと
支援金を１０％増額

目標を達成すると
支援金を１０％減額

特定健診・保健指導では、国の定めた実施率等の目標を達成するか否かで、後期高齢者支援金の減算加算措置があります

国　民　健　康　保　険 後 期 高 齢 者 医 療 保 険
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　南島原市奨学資金貸付制度は、市内に住所を有

する人の子弟で、学修意欲に富み、優れた資質を

持ちながら経済的理由により就学が困難な学生に

学資を貸与し、将来、社会に貢献できる有能な人

材を育成することを目的としています。

■募集期間　４月７日㈪～５月２３日㈮

■貸付を受ける人の条件
　①経済的理由により、就学が困難であること。

　②人物、学業とも奨学生としてふさわしいこと。

　③貸付金の償還能力を有し、本市内に居住する

　　保証人が存在すること。

■奨学金の貸与月と額（月額）
　●高等学校（国立海上技術学校を含む）

　　１５，０００円以内

　●大学（短大を含む）３０，０００円以内

　●高等専門学校�　　  ３０，０００円以内

　●専修学校（２年以上の専門課程に限る）

　　３０，０００円以内

　※奨学金は、毎月、本人に貸与します。ただし、

　　今年採用者の初回貸与は７月末の予定です。

　　また、貸与する奨学金に利子は付きません。　

■奨学金の償還方法
　当該学校卒業後から６カ月間据え置き、①月賦、

②半年賦、③年賦のいずれかを希望により選択し

ていただきます。償還期間は、高校のみの貸付者

は５年以内、その他の場合は８年以内、退学およ

びその他の理由により貸付を廃止された場合は３

年以内に償還していただきます。

■出願の方法および留意点
　申請に必要な書類は、教育委員会各地域事務所に

備えてあります。借入希望者は在学証明書（入学し

た学校のもの）および成績証明書（直前に卒業した学

校、大学２年生以上は在学大学のもの）が必要です。　

■他との併願
　他公私団体の奨学金制度との併願はできますが、

併給はできませんのでご留意願います。他公私団体

との重複決定の場合は、本人の意向を確認します。

　

　市では本年４月から５年間の期限付きで、麻しん

と風しんの定期予防接種を現在の第１期（１歳児）、

第２期（小学校入学前）に加え、第３期（中学１年

生）、第４期（高校３年生相当世代）の追加接種を

実施します。

　対象者へは予防接種予診票等、必要書類を送付し

ますので、医療機関で必ず接種を受けましょう。

　なお、予防接種は市が委託した医療機関で個別に

できます。

■実施場所　県内協力医療機関

■実施回数　１　回

■料　　金　無　料

■持参するもの

　予診票、予防接種済証（市が送付します。）　

※送付された予診票は、南島原市内の医療機関で

　のみ使用できます。市外で接種される場合は、

　医療機関に備え付けの予診票をご利用ください。

　

　虐待を受けている子どもをはじめとする保護者のい

ない児童や、保護者に監護させることが適当でないと

認められる児童を早期発見し、適切な保護を図るため、

市では児童福祉法に基づく「南島原市要保護児童対策

地域協議会」を１月 23 日に設置し、各関係機関によ

る初会合をありえコレジヨホールで開きました。

　構成する関係機関は警察、児童相談所、保健所、保

育団体、教育関係、社会福祉関係、市の児童福祉、保

健担当課からなり、要保護児童等に対する問題の解決

のために連携強化、情報交換を行うとともに、支援の

内容に関する協議を行います。

　南島原市立小・中学校では、住所地で通学する

学校が定められていますが、特別な事情などによ

り指定校以外の学校へ通学を希望される場合は、

次の条件（　）をすべて満たし、かつ、次の申請

事由（　）に該当する場合に就学指定校の変更申

請が認められます。

■（　）条件
1. 保護者が通学経路、通学方法を明確にした上で、

　通学途上の安全について責任を持つことを承諾

　すること。

2. 適正な申請で、教育委員会が必要と認めた書類

　などが添付されていること。

■（　）条件
1. 転居したことにより、校区が変わった場合

2. 校区外に居住しているが、１年以内に申請の校

　区に住所を定めることが確実な場合

3. 校区外に転居するが、１年以内に現在の校区に

　住所を定めることが確実な場合

4. 特別支援学級が設置してある学校へ通学するこ

　とが望ましい場合

5. 病気治療または心身上の理由などにより、教育

　上の配慮が必要な場合

6. 児童が帰宅したときに、保護者が勤務などで不

　在である場合

7. その他、教育的な配慮を特に必要とする場合

様式は下記の種類があります

1. 通学区域変更承認願

　市内の指定校以外の学校を希望するとき

2. 区域外就学願

　①転出予定の児童生徒が学期末・学年末までの

　　就学を希望するとき

　②市外の児童生徒が南島原市内の学校を希望す

　　るとき

3. 所管外入学届

　市外の私立・県立学校に入学が決定し市内の指

　定された学校に入学しないとき

■申請方法
　上記の書類に必要事項を記入し、教育委員会学

校教育課および各地域事務所に提出してください。

　

　市では、経済的理由によって就学困難と認めら

れる児童、生徒の保護者に対して、就学援助を行

っています。（準要保護児童生徒就学援助制度）

　

準要保護児童生徒就学援助制度とは

生活保護法の被保護世帯に準ずる程度に困窮

している世帯に対して、市が援助する制度です。

■援助の内容
　準要保護世帯の小・中学生を対象に、次の援助

をします。

1. 学用品費など

　学用品費、通学用品費、通学費、校外活動費、

　修学旅行費、体育実技用具費

2. 医療費

　結膜炎、中耳炎、虫歯など学校で治療の指示を

　受けた疾病の治療に要する費用

3. 学校給食費

■手続き方法
　援助を受けるためには、準要保護世帯の認定が

必要です。

　就学援助申請書は、各小・中学校、教育委員会

学校教育課および各地域事務所にあります。

　申請書に必要事項を記入し、就学している学校

に提出してください。

※様式などについては、南島原市ホームページ

　｢暮らしの情報→教育→市立小・中学校｣

　でもダウンロードできます。

1

2

1

2
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　「５０００万件」の名寄せの結果、記録が結び

つく可能性のある年金受給者の皆さまへ、年金加

入歴・年金加入期間等をお知らせする「ねんきん

特別便」を昨年の12月から送付しています。

　この「ねんきん特別便」を、平成20年２月下

旬からは、新たな年金記録が結びつく可能性があ

る被保険者の皆さまへも送付していますので、内

容を確認の上、必ず回答してください。

■訂正がない場合
　同封の「確認はがき」を返送してください。

■訂正がある場合
　「年金加入記録照会票」と「確認はがき」を記載し、

　「確認はがき」を切り離さずに返送してください。

　なお、今後はすべての年金受給者や被保険者の

皆さまに「ねんきん特別便」を順次送付して年金

記録をお知らせします。

　平成19年度に学生納付特例を承認された人

のうち平成20年度も引き続き在学予定の人へ、

３月下旬に基礎年金番号等の印字されたはが

き形式の申請書が送付されます。同一の学校

に在学する場合は、このはがきに必要最小限

の記載事項を記入するだけで申請ができます。

この場合は、在学証明書または学生証は不要

です。

　なお、はじめて学生納付特例の申請をする

人は、従来どおり在学証明書等が必要です。

　

　気象庁では、噴火災害に備えるため、噴火予報

および警報の発表を開始しました。

①噴火警戒レベルは、危険な範囲や防災対応を５

　段階に区分し、キーワードで発表することで、

　迅速かつ的確な対応が可能となります。

②噴火警報は、「火口周辺」、「居住域」等、その

　影響する範囲を明示します。

③噴火警戒レベル４およびレベル５の対象となる

　居住地域※については…噴火警報

④噴火警戒レベル２の対象となる火口から少し離

　れた所までの火口周辺※、およびレベル３の対

　象となる居住地域の近くまで※の火口周辺

　…火口周辺警報

※具体的な対象地域は地域防災計画等に定められ

　ています。

　詳細については、気象庁ホームページの気象等

の知識「火山」をご覧ください。

■気象庁ホームページ　http://www.jma.go.jp/

　

～平成20年度申請から～
　学生納付特例申請の簡素化について
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↑力作ぞろいの絵画部門 ↑ムーンライトオーケストラ、翔南高校、有家、西有家中学校吹奏楽部の皆さん

↑森ヤエさん㊧、寺田道子さん㊥、岩本サツエさん㊨

↑「口之津小唄」を舞う門畑ひなのさん㊧、芳澤　聖さん㊨

　１月13日㈰・25日㈮～ 27 日㈰、ありえコ

レジヨホールで「第１回南島原市民文化祭」

が開催されました。

　主催の南島原市文化協会は旧８カ町の文化

協会が合併し、昨年発足しました。今回、合

併して初めての市民文化祭にあたり、全８地

区のサークルや市民から発表や作品の出展が

ありました。

　13日には芸能発表会として、大正琴や太鼓の

演奏、日舞やコーラスなどの発表が行われました。

また、有家町のムーンライトオーケストラと翔南

高校、有家中学校、西有家中学校の各吹奏楽部の

共演なども発表され、会場を訪れた約４００人の

市民を魅了しました。

　25日～ 27日には市民文化祭の展示部門が開催

され、書道や短歌、俳句、絵画や「有馬むそう凧

の会」の凧など約３３０点が展示されました。

たこ
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池　ツルヱさん（南島原市口之津町）

明治41年１月５日生まれ

本多 マサさん（南島原市北有馬町丙）

明治41年１月13日生まれ

↓矢野沙織さんと有家中学校吹奏楽部の共演

↓白木野地区子ども会による先踊り

　２月１日に南有馬町内で市立大江保育所の園児が豆

まきをしました。

　これは同保育所が毎年節分に合わせて実施。園児た

ちは手作りの鬼のお面をかぶって高齢者宅や商店街、

市役所南有馬庁舎内などで「鬼は外、福は内」と叫び

ながら、豆をまきました。

　長崎県文化で創る感動まちづくり支援

事業の一環で、ＣＭ出演や「報道ステー

ション」（テレビ朝日系）のテーマ曲で注

目を集めるジャズサックス奏者矢野沙織

さんの演奏会が、２月２日にありえコレ

ジヨホールで開かれました。

　「Close To You」「In The Mood」など計

14曲を演奏し、約３００人の聴衆を魅了

しました。

　また、最後には有家中学校の吹奏楽部

と名曲「Sing Sing Sing」を共演。生徒た

ちは緊張した様子でしたが、堂々とした

演奏ぶりでプロとの共演を楽しんでいる

ようでした。

　松島市長は１００歳の誕生日を迎えら

れた方々のもとを訪れ、記念品と花束で

お祝いしました。

　いつまでもお元気で…。

　１月27日に「『子どもの手による子ども会』の定着

を図ろう」をテーマに県子ども会育成連合会主催の「子

ども会指導者・育成者研修会」が深江ふるさと伝承館

で開催されました。

　同連合会松添専門委員長による基調講演や大野木場

団地子ども会、口之津地区子ども会育成連絡会が活動

事例を発表し、白木野地区子ども会は伝統芸能の白木

野少年先踊りを披露しました。

　１月19日に「男女共同参画フェスタｉｎ南島原」

がありえコレジヨホールで開催されました。南島原ひ

まわり隊による寸劇や太鼓の演奏などのプログラムで、

特に恵光保育園児による岳南太鼓の演奏は、会場全体

が詰めかけた大人たちの拍手に包まれました。

　その後「男と女の笑いでコミュニケーション」と題

して落語家　桂あやめさんによる講演が行われ、「自

分にしかできないことがあることに気付き楽になった」

と話しました。

　１月20日、第２回島原半島地区対抗駅伝競走大会が開催され、

半島内の14チームが出場し健脚を競いました。この大会は郡市

対抗県下一周駅伝の選手選考会も兼ねており、半島内３市の体

育協会の共催のもと開催されました。

　チームは合併前の自治体単位で編成したもので、コースは雲

仙市小浜町をスタートし南島原市加津佐町を折り返す６区間37

キロ。各選手は雨の中、選手一人一人の思いがこもった「たすき」

をつなげるため、寒さや苦しさに顔をゆがめながらも、一生懸

命走り抜けました。結果は、島原チームが２時間12分25秒のタ

イムで優勝、南島原市勢は加津佐チームの６位が最高で、西有

家（７位）、南有馬（８位）、口之津（10位）、深江（11位）、北有馬

（12位）という結果になりました。

　新切少年ソフトボールクラブは、昨年10月に県下

の各地区予選を勝ち抜いた18チームによる小学生選

抜ソフトボール長崎県大会に出場し、新人戦とは思え

ない白熱した試合を制し、今年 3 月28日から30日ま

で鹿児島県南九州市で開催される九州大会の切符を手

にしました。新切少年ソフトボールクラブの活躍に市

民のみなさんの応援をお願いします。
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　桜の開花に合わせて市内各地の桜の名所にボンボリを設置します。

　　市内各地に点在する桜の名所を訪れ、ボンボリに照らされた夜桜

をご覧ください。また、3 月30日㈰には桜祭りのメーンイベントを布

津運動公園で開催します。桜が咲き乱れるなか開かれる桜祭りにふる

ってご来場ください。

　１月16日㈬、南島原警察署で「暴力団による市営

住宅への使用制限に関する協定書」の調印式がありま

した。これは昨年12月の議会で条例を改正し、「市営

住宅への入居資格に暴力団員でないことなど」を盛り

込んだためです。市では今後とも、安全安心のまちづ

くりと市民の平穏な生活を維持するために、南島原警

察署と連携を密にし、取り組んでいきます。

　交通災害共済制度とは、交通事故災害について、

年５００円の掛金で最高１００万円の見舞金の支給を受

けることができる共済制度です。

　国内で自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車

（16インチ以上）、定期旅客船、旅客機等の接触、衝突、

転覆等による事故です。

　南島原市に住民登録（又は外国人登録）している人。

また、就学のために一時転出されている人も加入できます。

　１名につき５００円／１年です。中途加入も同額。

　平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日まで。

中途加入の場合は、加入申込書を市が受理した日から平

成２１年３月３１日まで。

　「加入申込書兼納付書」に必要事項を記入し、掛金を

添えて窓口（各総合支所市民課）へ提出してください。（申

込用紙は窓口に備え置いています）。

　事故に遭われた方は、次の書類を提出してください。

　①災害見舞金請求書　②加入者証兼領収書

　③交通事故証明書　④交通事故申立書

　⑤医師の診断書（死亡の場合死亡診断書又は死体検案書）

　⑥戸籍謄本（死亡の場合）

　事故発生日から２年です

　自殺・無免許運転・酒酔い運転・故意又は重大な過失・

天災などが原因で起きた事故の場合は見舞金の対象とな

りません。また、医師の指示に従わなかった場合や不正・

法令違反の場合は見舞金の全部又は一部が支払われません。

　各種様式等は各総合支所市民課に備え置いています。

また、ご相談等も各総合支所市民課へお問い合わせくだ

さい。

1. 交通災害共済制度とは

2. 交通事故とは

9. 注意事項

8. 災害見舞金の請求期限は

3. 加入できる人は
10. 相談窓口等

4. 共済掛金は

5. 共済期間は

6. 加入申込み方法は

7. 見舞金の請求方法は

１級 １００万円死亡

等級 見舞金額

災害見舞金一覧表

災　害　の　程　度

２級 ７０万円自動車損害賠償保障法施行令別表第１級に掲げる障害

３級 ５０万円自動車損害賠償保障法施行令別表第２～３級に掲げる障害

４級 ２２万円実治療日数が１９０日以上

５級 ２０万円実治療日数が１７０日以上１９０日未満

６級 １８万円実治療日数が１５０日以上１７０日未満

７級 １６万円実治療日数が１３０日以上１５０日未満

８級 １４万円実治療日数が１１０日以上１３０日未満

９級 １２万円実治療日数が  ９０ 日以上１１０日未満

10級 １０万円実治療日数が  ７０ 日以上  ９０ 日未満

11級 ８万円実治療日数が  ５０ 日以上  ７０ 日未満

12級 ６万円実治療日数が  ３０ 日以上  ５０ 日未満

13級 ４万円実治療日数が  １５ 日以上  ３０ 日未満

14級 ２万円実治療日数が   ７   日以上  １５ 日未満

15級 １万円実治療日数７日以上で、交通事故証明のない場合

※備考　１. 「実治療日数」とは、医師の指示により医療機関等に入院又は通院し、
　　　　　. 治療を受けた日数をいう。
　　　　２. １日のうち複数の医療機関等で治療を受けた場合は、実治療日数は
　　　　　. １日として算定する。

権 田 公 園

岩 戸 山 公 園加津佐町

忠 霊 塔

口 之 津 公 園口之津町

原 城 本 丸 跡南有馬町

戸 ノ 隅 公 園

天 満 神 社
西有家町

布 津 運 動 公 園布 津 町

深 江 グ ラ ウ ン ド
深 江 町

○

ふ か え 桜 パ ー ク

○

俵石自然運動公園有 家 町

○

○

○

○

○

桜 の 名 所 ボ ン ボ リ
設 置 箇 所

　今年の原城一揆まつりは、島原・天草の乱で原城

が陥落した日に近い４月12日に開催します。

　この戦いで一揆軍・幕府軍併せて約４万人が亡く

なり、その中でも一揆軍３万７千人のキリシタンが

全滅しました。この尊い御霊に追悼キャンドルの炎

で『追悼の意』を表します。

　当日は夕刻から、市民による提灯追悼行列の明か

りと約４万個の追悼キャンドルに灯され、幽玄な炎

に包まれた原城は、皆さまに感動を与えるものと思

います。

　多くの市民の皆さまに足を運んでいただきますよ

うお願します。

　　原城一揆まつり実行委員会 会長　内山哲利　　

（工事中のため
立ち入り禁止）
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南島原市
の人口
南島原市
の人口
南島原市
の人口

お問い合わせは

南島原市役所

☎050-3381-5000

深江総合支所

☎050-3381-5120
布津総合支所

☎050-3381-5130
有家総合支所

☎050-3381-5140
西有家総合支所

☎050-3381-5151
北有馬総合支所

☎050-3381-5160
南有馬総合支所

☎050-3381-5170
口之津総合支所

☎050-3381-5180
加津佐総合支所

☎050-3381-5190

人

平成20年１月末日現在（住基人口）

54,811（－70）

25,713（－40）

29,098（－30）

18,692（＋４）

男 性

女 性

世帯数
（　）前月比

※診療時間は午前９時から午後５時までです。

※変更になる場合がございますので、お電話でご確認ください。

※祝日は、前日のテープが流れます。

手が震える月

頚椎症と頚髄症火

入園、入学前の健康管理水

木

虫が見える金

笑ったら尿が漏れる土・日

こんなときは至急、眼科に！

電話番号休日在宅当番医日

９日

２日

87-2028栗 原 医 院 加津佐町

72-5000し ろ の 医 院 深江町

72-5111布井内科医院 深江町

87-2348井 上 医 院 加津佐町

82-0832永田内科泌尿器科医院 西有家町

72-2017泉 川 病 院 深江町

町 名

16日
87-3000森 医 院 加津佐町

電話番号休日在宅当番医日 町 名

65-7100北有馬クリニック

20日

北有馬町

82-0993池田循環器科内科 有家町

85-2152中 村 医 院 南有馬町

82-2225内 田 医 院 西有家町
23日

85-3690菜の花クリニック 南有馬町
30日

電話番号休日在宅当番医日 町 名

3 月の休日在宅当番医3 月の休日在宅当番医

20 　南
島
原
市
営
住
宅
入
居
者

●
募
集
団
地

　
深
江
あ
ぜ
つ
第
１
団
地 

（
２
戸
）

　
深
江
大
野
木
場
団
地
　
　（
１
戸
）

　
南
有
馬
新
砂
原
団
地
　
　（
２
戸
）

　
口
之
津
早
崎
団
地
　
　
　（
１
戸
）

　
口
之
津
白
浜
団
地
　
　
　（
１
戸
）

　
加
津
佐
泉
が
丘
団
地
　 
（
３
戸
）

　
加
津
佐
旭
団
地
　
　
　
　（
２
戸
）

●
募
集
期
間
　
３
月
３
日
㈪
〜
14
日
㈮

●
申
請
書
類

①
申
込
書
（
市
役
所
に
あ
り
ま
す
）

②
住
民
票
（
世
帯
全
員
分
）

③
所
得
証
明
書
な
ど
収
入
状
況
を
証

　
明
す
る
も
の
（
世
帯
全
員
分
）

④
納
税
証
明
書

※
入
居
資
格
要
件
を
満
た
し
た
申
込

　
者
の
数
が
募
集
戸
数
を
超
え
る
場

　
合
は
、
公
開
抽
選
を
行
い
ま
す
。

（
抽
選
日 

３
月
21
日
㈮ 

午
後
２
時 

　
南
有
馬
総
合
支
所
３
階 

中
会
議
室
）

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
南
島
原
市 

建
設
部 

管
理
課

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
６
６

吉
川
保
育
所（
南
有
馬
）保
育
士

●
募
集
人
員
　
保
育
士
（
１
名
）

●
勤
務
地
　（
南
有
馬
町
）

　
南
島
原
市
立
吉
川
保
育
所

●
勤
務
日
お
よ
び
勤
務
時
間

　
月
曜
か
ら
土
曜
日
ま
で
の
う
ち
５

　
日
間
﹇
７
時
間
45
分
（
１
日
）﹈

●
報
酬

　
月
額 

１
６
７，
０
０
０
円

※
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
の
適
用
と

　
な
り
ま
す
。

●
雇
用
期
間

　
20
年
４
月
１
日
〜
21
年
３
月
31
日

●
受
付
期
限

　
３
月
19
日
㈬
　
必
着

●
申
し
込
み
方
法

　
市
販
の
履
歴
書
に
記
入
し
、
左
記

　
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
、
持
参
の
ど
ち
ら
で
も
か
ま

　
い
ま
せ
ん
。

●
試
　
験
　
個
別
面
接
に
よ
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
保
健
部 

地
域
福
祉
課
　
　

　
〒
８
５
９
ー
２
２
０
２

　
南
島
原
市
有
家
町
山
川
58
番
地

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
１

非
常
勤
保
健
師
・

　
　
非
常
勤
管
理
栄
養
士

●
募
集
人
員

・
保
健
師
（
１
名
）

・
管
理
栄
養
士
（
１
名
）

●
勤
務
日
お
よ
び
勤
務
時
間

　
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
月
曜
か
ら

　
金
曜
ま
で
﹇
午
前
８
時
30
分
〜
午

　
後
５
時
15
分
（
う
ち
休
憩
１
時
間
）﹈

●
報
酬
（
保
健
師
、
管
理
栄
養
士
）

　
月
額 

１
８
５，
０
０
０
円

※
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
の
適
用
と

　
な
り
ま
す
。

●
雇
用
期
間

　
20
年
４
月
１
日
〜
21
年
３
月
31
日

●
受
付
期
限
　
３
月
19
日
㈬
　
必
着

●
申
し
込
み
方
法
　
市
販
の
履
歴
書

　
に
記
入
し
、
左
記
へ
提
出
し
て
く

　
だ
さ
い
。
※
郵
送
、
持
参
の
ど
ち

　
ら
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

●
試
　
験
　
個
別
面
接
に
よ
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
市
民
生
活
部
市
民
課
保
険
年
金
班

　
〒
８
５
９
ー
２
２
１
１
　
南
島
原

　
市
西
有
家
町
里
坊
96
番
地
２

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
４
０

警
察
官（
巡
査
）【
　
類（
男
性
）】

●
受
験
資
格
　
昭
和
53
年
４
月
２
日

　
〜
昭
和
62
年
４
月
１
日
生
ま
れ
で

　
４
年
制
大
学
な
ど
を
卒
業
し
た
人
、

　
ま
た
は
来
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見

　
込
み
の
人

●
受
付
期
間

　
３
月
24
日
㈪
〜
４
月
11
日
㈮

●
第
１
次
試
験
　
５
月
11
日
㈰

※
県
の
主
な
機
関
で
試
験
案
内
・
申

　
込
書
を
配
布
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
人
事
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
９
５
（
８
９
４
）
３
５
４
２

内
閣
府
青
年
国
際
交
流
事
業
参
加
者

●
内
容
　
国
際
青
年
育
成
交
流
、
日

　
中
・
日
韓
青
年
親
善
交
流
、世
界
青

　
年
の
船
、
東
南
ア
ジ
ア
青
年
の
船

●
対
象
　
日
本
国
籍
を
持
ち
、
今
年

　
４
月
１
日
現
在
で
18
〜
30
歳
の
人

●
締
め
切
り
　
３
月
28
日
㈮

　h
ttp://w

w
w

.cao.go.jp/k
oryu

/

▼
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県 

教
育
庁 

生
涯
学
習
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
４
）
３
３
６
５

　
年
度
長
崎
県
　
　
　
　
　

　
　
　
食
品
ウ
オ
ッ
チ
ャ
ー

　
食
品
の
安
全
・
安
心
施
策
の
推
進

の
た
め
、
長
崎
県
で
は
『
食
品
ウ
オ

ッ
チ
ャ
ー
』
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
平
成
20
年
度
の
ウ
オ
ッ
チ
ャ

ー
を
募
集
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆
さ

ま
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
応
募
対
象
　
県
内
に
お
住
ま
い
の

　
18
歳
以
上
の
人
で
、
食
品
の
安
全

　
性
や
表
示
に
関
心
の
あ
る
人

●
活
動
内
容
　
日
ご
ろ
の
買
い
物
で
、

　
食
品
表
示
等
に
違
反
が
あ
る
場
合

　
や
、
疑
問
を
抱
い
た
時
の
報
告
な

　
ど
。

●
募
集
人
員
　
２
０
０
人
程
度

●
募
集
期
間

　
３
月
３
日
㈪
〜
３
月
21
日
㈮

▼
お
問
い
合
わ
せ
・
応
募
用
紙
請
求
先

　
〒
８
５
０
ー
８
５
７
０

　
長
崎
県
食
育
・
食
品
安
全
推
進
室

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
３
６
６

　
℻
０
９
５
（
８
２
４
）
４
７
８
０

巡
回
法
律
無
料
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

　
長
崎
県
弁
護
士
会
の
巡
回
法
律
無

料
相
談
所
を
開
設
い
た
し
ま
す
。

　
民
事
・
家
事
・
刑
事
・
行
政
等
に

関
す
る
す
べ
て
の
法
律
相
談
が
で
き

ま
す
。（
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
）

　
相
談
は
無
料
で
す
が
、
予
約
が
必

要
で
す
。
（
３
月
３
日
㈪
か
ら
予
約

を
受
け
付
け
ま
す
）

※
事
情
に
よ
っ
て
は
受
け
付
け
で
き

　
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
日
　
時
　
３
月
19
日
㈬

　
午
後
１
時
〜
５
時

●
場
　
所
　
加
津
佐
総
合
福
祉
セ
ン

　
タ
ー
「
希
望
の
里
」

●
定
　
数

　
８
名
（
必
ず
予
約
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
　
企
画
振
興
部
人

　
権
・
男
女
共
同
参
画
室

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
３
５

訪
問
看
護
師
養
成
講
習
会

　
看
護
職
者
が
、
訪
問
看
護
に
必
要

な
基
本
的
知
識
と
技
術
を
習
得
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
併
せ
て
訪
問
看

護
師
の
確
保
と
訪
問
看
護
活
動
の
促

進
を
図
る
た
め
開
催
さ
れ
ま
す
。

●
受
講
資
格
　
看
護
職
の
経
験
年
数

　
３
年
以
上
の
人

●
受
講
費
用

　
６，
３
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
の
み
）

●
日
　
時
　
５
月
10
日
〜
12
月
14
日

　
の
う
ち
34
日
間

　
隔
週
の
土
・
日
（
午
前
９
時
〜
午

　
後
４
時
）
（
※
８
月
は
、
５
日
間

　
の
実
習
・
見
学
が
あ
り
ま
す
）

●
場
　
所

　
な
が
さ
き
看
護
セ
ン
タ
ー

　
諫
早
市
永
昌
町
23
番
地
６
号

▼
お
問
い
合
わ
せ
　
長
崎
県
看
護
協

　
会
内
　
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
５
７
（
４
９
）
８
０
６
０

『
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
』講
演
会

　
働
き
盛
り
は
「
ス
ト
レ
ス
の
海
」

を
航
海
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
つ
い
つ
い
無
理
を
重
ね
疲
労
、
肩

こ
り
、
イ
ラ
イ
ラ
、
不
眠
等
に
悩
ん

で
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　
「
こ
こ
ろ
」
が
元
気
な
あ
な
た
に

も
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
疲
れ
て
い
る
あ
な

た
に
も
聞
い
て
頂
き
た
い
お
話
で
す
。

●
日
　
時

　
３
月
８
日
㈯
　
午
後
２
時
〜

●
場
　
所
　
有
家
保
健
セ
ン
タ
ー

●
内
　
容

　
働
き
盛
り
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

　
〜
気
分
障
害（
う
つ
病
）〜

●
講
　
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
村
共
立
病
院 

宮
田 

雄
吾 

先
生

危
険
物
取
扱
者
試
験

　
平
成
20
年
度
の
第
１
回
試
験
が
行

わ
れ
ま
す
。
受
験
対
象
は
一
般
の
人

お
よ
び
高
校
生
で
す
。

●
種
　
類
　
甲
種
、
乙
種
（
第
１
類

　
〜
第
６
類
）、
丙
種

●
日
　
時

　
６
月
15
日
㈰
　
午
前
10
時
〜

●
場
　
所
　
島
原
工
業
高
等
学
校

　（
島
原
市
本
光
寺
町
４
３
５
３
）

※
長
崎
市
や
諫
早
市
な
ど
ほ
か
の
市

　
で
も
開
催
さ
れ
ま
す
。

●
受
験
願
書
の
受
付
期
間

　
４
月
14
日
㈪
〜
30
日
㈬

　
（
郵
送
の
場
合
は
30
日
の
消
印
ま

　
で
有
効
で
す
）

●
受
験
願
書
の
入
手
先

　
㈶
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
長
崎

　
支
部
、
長
崎
県
消
防
保
安
室
、
島

　
原
振
興
局
、
各
消
防
署

▼
願
書
の
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ

　
㈶
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
長
崎

　
支
部
　
〒
８
５
０
ー
０
０
３
３
　

　
長
崎
市
万
才
町
６
番
38
号
　
　
　

　
明
治
安
田
生
命
長
崎
ビ
ル
１
階

　
☎
０
９
５
（
８
２
２
）
５
９
９
９

　
次
の
皆
さ
ま
か
ら
、
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
ー
敬
称
略
ー
　

▼
教
育
寄
付

・
寺
田
　
勝
行
（
北
有
馬
町
戊
）

・
中
村
　
一
元
（
北
有
馬
町
丁
）

▼
一
般
寄
付

・
泉
　
フ
ツ
ヨ
（
加
津
佐
町
己
）

・
荒
木
　
桂
樹
（
加
津
佐
町
乙
）

広　　告

ピアジェの構成論によるカード・ボードゲーム・パズルキッズ教材

計数そろばんで数概念・考える力を養う学習（幼稚園等で実施）

１～５年生の読み・書き・計算・漢字・文章題で基礎学力アップ ?

ＳＳＫ教材でそろばん・あんざん・そろばん算数問題は小学算数に

直結する学習で考える力を養う・文章問題等２７０ページ約千百題

（１～６年対応）

育脳トライアル　色板・図形パズルで右脳の成長・総合学力を ?

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　  
ご
ざ
い
ま
す

平
成
20
年
１
月
分

幼　児

基　礎

そろばん
・算　数

育　脳
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募
　
　
　
　
集

募
　
　
　
　
集

お 

知 

ら 

せ

お 

知 

ら 

せ

長　崎 ☎095-826-5511
佐世保 ☎0956-23-4300

健康テレホンサービス
３月のテーマ



▲勤皇大智禅師大梅の塔

▲円通寺門礎石

　昨年の６月号から「ひまわりプランだより」を掲載し

てきましたが、皆さんご覧いただいていますか。

　この計画は、市民の皆さんへのインタビュー、アンケ

ート調査や策定委員会等の数多くの提言をもとに、生涯

を５つの世代に分け、取り組むテーマをまとめています。

市民一人一人が、健康で明るく活気に満ちた生活を続け

られるよう、「できることから始めよう！」を合言葉に市民・

地域・団体・行政が一体となり健康づくりを推進してい

きましょう。

楽しくおいしく

食べよう

生活のリズムを

整えよう

むし歯を防ごう

楽しく、おいしく、

バランスよく、安全

な食事をしよう

規則正しい

生活をしよう

むし歯を防ごう 元気ハツラツ、笑顔
で過ごそう
家族と地域、みんな
で子育てしよう

食事に関心を持ち、

正しい健康情報を得

よう

生活の中に運動を取
入れ、継続できる自
分にあった運動をみ
つけよう

歯を大切にして、

歯周病を予防しよう

ストレスはためない

でいきいき生活しよ

う

肥満を防ごう 楽しく運動しよう

自分にあった運動を

しよう

自分の歯を残そう

歯を大切においしく

食べよう

たばこを吸うときは

マナーを守ろう

自分に適した運動を

継続しよう

充実した一日を

過ごそう

今の歯を

大切にしよう

●所在地：南島原市加津佐町（字天辺）己２２５上大野木場

●交　通：島原鉄道加津佐駅　徒歩１５分

　
今
か
ら
６
４
０
年
ほ
ど
の
昔
、

加
津
佐
村
に
大
智
禅
師
（
１
２

９
０
〜
１
３
６
６
）
と
呼
ば
れ

る
高
僧
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

　
大
智
禅
師
は
、
曹
洞
宗
の
開

祖
、
道
元
禅
師
の
法
灯
（
注
１
）

を
継
ぐ
第
六
代
の
祖
と
云
わ
れ

て
い
ま
す
。
大
智
禅
師
は
肥
後

宇
土
郡
長
崎
村
（
現
在
の
熊
本

県
）
の
農
家
に
生
ま
れ
、
加
賀

の
大
乗
寺
な
ど
で
修
行
し
た
後
、

25
歳
で
元
に
渡
り
、
十
余
年
の

歳
月
を
経
て
帰
国
し
ま
す
。

　
以
来
、
加
賀
の
祇
陀
寺
、
肥

後
菊
池
の
聖
護
寺
、
玉
名
郡
の

広
福
寺
な
ど
を
開
山
し
た
後
、

水
月
山
円
通
寺
の
開
山
の
為
に

加
津
佐
へ
招
か
れ
ま
し
た
。
こ

の
頃
は
南
北
朝
の
争
乱
期
に
あ

た
り
、
菊
池
氏
が
南
朝
方
と
し

て
、
足
利
幕
府
方
と
熾
烈
な
争

い
を
行
っ
て
い
た
時
期
で
す
。

　
有
馬
氏
も
当
時
、
菊
池
氏
と

行
動
を
共
に
し
て
い
た
関
係
か

ら
か
、
有
馬
氏
祖
先
の
菩
提
を

弔
う
た
め
に
創
建
さ
れ
た
水
月

庵
に
招
か
れ
た
よ
う
で
す
。
戦

乱
に
よ
る
断
絶
な
ど
で
、
大
智

禅
師
が
ど
の
よ
う
に
人
々
を
教

化
（
注
２
）
し
て
い
っ
た
の
か

詳
し
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

加
津
佐
の
風
光
を
と
て
も
好
ん

で
い
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
水
月
山
円
通
寺
は
大
き
な
山

門
や
諸
堂
か
ら
な
る
立
派
な
お

寺
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
大

智
禅
師
の
没
後
か
ら
２
０
０
年

余
り
後
の
天
正
年
間
、
有
馬
氏

が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
こ

と
な
ど
も
あ
り
、
寺
は
廃
さ
れ

ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
今
と
な
っ
て
は

円
通
寺
の
全
容
を
目
に
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
大
智
禅

師
の
遺
徳
を
偲
ぶ
か
の
よ
う
に
、

僅
か
ば
か
り
の
史
跡
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
「
勤

皇
大
智
禅
師
大
梅
の
塔
」
で
あ

り
、
大
智
禅
師
の
墓
石
と
さ
れ

る
も
の
で
す
。

　
禅
師
が
亡
く
な
り
、
そ
の
遺

骨
を
分
か
ち
、
禅
師
が
開
創
に

た
ず
さ
わ
っ
た
四
寺
の
塔
に
納

め
た
際
、
大
梅
の
塔
と
名
付
け

ら
れ
た
よ
う
で
す
。
塔
は
高
さ

が
１
・
４
ｍ
ほ
ど
で
あ
り
、
塔

身
、
蓮
弁
石
座
、
柱
竿
、
請
花

礎
石
な
ど
の
部
位
か
ら
成
っ
て

い
ま
す
。
塔
身
に
は
「
当
寺
開

山
大
智
和
尚
」、
台
座
に
は
「
南

流
正
平
二
十
一
丙
年
十
二
月
十

日
得
寿
七
十
七
歳
於
当
山
示
寂
」

な
ど
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
、

正
平
21
年
（
１
３
６
６
）
に
亡
く

な
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
判
り
ま

す
。

　
も
う
一
つ
は
「
円
通
寺
門
礎

石
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、

円
通
寺
の
門
柱
を
建
て
る
際
に

据
え
ら
れ
た
石
で
す
。
玄
武
岩

の
自
然
石
を
削
り
、
柱
を
据
え

る
た
め
に
中
央
部
分
の
突
起
を

作
り
出
し
て
い
ま
す
。
荒
い
造

り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
重
厚
感

が
あ
り
、
円
通
寺
の
威
厳
あ
る

姿
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

　
加
津
佐
に
は
、
こ
の
他
に
も

大
智
禅
師
が
晩
年
に
座
禅
を
組

ん
だ
場
所
と
さ
れ
る
「
座
禅
石
」

や
観
音
道
場
の
あ
っ
た
岩
戸
山

な
ど
、
禅
師
に
由
縁
の
深
い
場

所
が
あ
り
ま
す
。
天
気
の
よ
い

日
に
で
も
、
訪
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
注
１
）
法
灯
…
「
仏
法
が
こ
の
世

の
闇
を
照
ら
す
さ
ま
」
、「
最
高
位

の
僧
」
な
ど
の
意
。

（
注
２
）
教
化
…
人
を
教
え
導
き
、

ま
た
、
道
徳
的
、
思
想
的
な
影
響

を
与
え
て
望
ま
し
い
方
向
に
進

ま
せ
る
こ
と
。

ほ
う
と
う

い

ぎ

だ

じ

し
ょ
う
ご
じ

し

れ
つ

き
ょ
う

げ

し
の

わ
ず

と
う

し
ん

れ
ん
べ
ん
せ
き

ざ

は
し
ら
ざ
お

う
け
ば
な

そ

せ
き

南島原市健康づくり計画
「ひまわりプラン」をご存じですか？

南島原市健康づくり計画

未来につたえよう～高僧　大智禅師の足跡～

勤皇大智禅師大梅の塔・

円通寺門礎石（加津佐町 県指定史跡）

きん のう だい ち ぜん じ たい ばい とう

えん つう じ もん そ せき
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月・MON 火・TUE 水・WED 木・THU 金・FRI 土・SAT日・SUN

彼岸入り 春分の日

電気記念日

23日：世界気象デー

啓蟄ひな祭

●年金相談の予約・お問い合わせは各総合支所でお尋ねください。●行政相談のお問い合わせは各総合支所でお尋ねください。

●確定申告最終日

・３月17日（月）まで

　（＊詳細は2月号P6～11）
　

18日（火）
●市内各中学校卒業式
　9：30～
19日（水）
●市内各小学校卒業式
　各小学校で時間が異なります

19日（水）
●献血
・深江ふるさと伝承館
●巡回法律無料相談
・加津佐総合福祉センター
　13：00～17：00　

●行政相談
・西有家老人センター
　10：00～12：00
・深江ふれあいの家
　13：00～16：00
・加津佐公民館
　13：00～16：00

●行政相談
・西有家老人センター
　10：00～12：00
・布津公民館　　　
　13：00～16：00
●献血
・加津佐保健センター

●行政相談
・南島原市商工会
　有家支所 17：30～
●年金相談
・南有馬総合支所会議室
　10：00～15：00

●献血
・南有馬総合支所
　９：30～11：30
　12：30～15：30

●献血
・口之津保健センター
　９：30～11：30
　12：30～15：30

24日（月）
●献血
・北有馬総合支所
　９：30～11：30
　12：30～15：30

●『こころの健康づくり』
　講演会
・有家保健センター
　開演：14：00～

●第７回
　セミナリヨ版画展
　15日～23日まで
　開場式：15日10：00～
・ありえコレジヨホール

●南島原市文化講演会
・口之津体育館
　開演 15：00～
　（＊詳細は2月号P32）
　講師 三宅久之氏

●行政相談
・原城文化センター
　13：00～16：00

●行政相談
・南島原市商工会
　有家支所 17：30～
●交通事故巡回相談
・島原市役所
　10：00～16：00

消防記念日 国際婦人デー

全国緑化運動
（1日～7日）

春の全国火災予防運動

４月１日現在の所有者に税金がかかります
自動車等（原付バイクも含む）の移転・抹消登録届け出はお済ですか？

　自動車等を売ったり、スクラップ（廃車処分）したりしても陸運事務
局（原付バイク等は市役所）に届け出がお済みでない場合、そのまま

（４月１日現在の所有者に対して）税金がかかります。車両の移転・廃
車があった場合、早めに手続きを行ってください。

（年度末には手続きが殺到することが予想され、手続きが遅れた場合、
税金がかかることもあります。）
　口之津地区自家用自動車協会では、年度末の抹消および変更受付は、
３月21日（金）までとなっていますのでご注意ください。
●お問い合わせ
　【自動車および軽自動車】
　口之津地区自家用自動車協会　☎0957-85-2527
　【原付バイク等について】
　市民生活部 税務課 市民税班　☎050-3381-5023
　または各総合支所市民課にお尋ねください。

漂着ポリ容器に注意してください!!



　事　業　名　 時　　　間 場　　　所 備　　　考実 　施　 日

母子保健 ～乳児相談・両親学級・乳幼児健診・予防接種～

乳 児 相 談

１歳６カ月児健診

18日（火）
９：00～14：00

布津保健センター

有家保健センター

口之津保健センター

北有馬保健センター
10：00～15：00

９：30～11：30

12：30～15：30

19日（水）

25日（火）

27日（木）

Ｂ Ｃ Ｇ 予 防 接 種

献 血

26日（水）

19日（水）

７日（金）

有家保健センター

原城オアシスセンター

布津保健センター

布津保健センター 平成18年７月～８月生

平成19年４月、８月、12月生

４日（火）

２ 歳 児 歯 科 健 診 ６日（木）

両 親 学 級 原城オアシスセンター 妊婦体操、助産師の講話19：30～21：30

12：30～12：45（受け付け）

12：30～12：45（受け付け）

12：30～12：45（受け付け）

12：45～13：00（受け付け）
＊接種時間　約１時間＊

12：45～13：00（受け付け）
＊接種時間　約１時間＊

14日（金）

有家保健センター

加津佐保健センター

生後３～６カ月

生後３～90カ月

３ 歳 児 健 診
28日（金）

26日（水）

布津保健センター 平成17年７月～８月生

ポ リ オ 予 防 接 種
21日（金）

25日（火）

13日（木）

18日（火）

14日（金）

19日（水）

24日（月）

５日（水）

７日（金）

有家保健センター

布津保健センター

口之津保健センター

原城オアシスセンター

深江ふるさと伝承館

北 有 馬 総 合 支 所

口之津保健センター

南 有 馬 総 合 支 所

加津佐保健センター

平成16年８月～９月生

平成16年７月～９月生

友遊リハビリ教室 ～友達をつくり、遊びながら一緒に
　　　　　身体を動かしませんか？～

　事　業　名　 時　　　間 場　　　所 備　　　考実 　施　 日

献　　血 ～献血で広がる みんなの思いやり、助け合いのこころ～

　40歳以上65歳未満で、脳血管性の障害や交通事故等の後遺症を持つ人を対象に、運動やゲーム、野外活動等のプ

ログラムを実施し、身体機能の維持・向上と、精神面・心理面の向上を目指しています。また障害による「閉じこ

もり」になることを予防するために、生活空間拡大のきっかけ作りの場としていますので、お気軽にご参加ください。

●幼児向けおはなし会
　３月１日㈯　15時半～16時
●おはなし会
　３月８日㈯　10時半～11時
●たんぽぽのおはなし会
　３月15日㈯　14時～14時半

●蔵書点検のため休館
　３月３日㈪～11日㈫
●乳幼児向けおはなし会（３階ホール）

　３月14日㈮　11時15分～
●おはなし会（１階 おはなしのへや）

　３月22日㈯　14時～
　３月29日㈯　16時～
●イースター「児童室に隠された“たまご”
　をさがそう！」（１階児童室）

　３月23日㈰
　10時～たまごがなくなるまで

●「開館記念おはなし会」
　３月２日㈰　10時半～11時半
※原城図書館開館２周年!!　　　　　
　スペシャルなおはなし会です
●ホーホー森の上映会
　３月８日㈯　14時～
●金よう日おはなし会（乳幼児向け）

　３月14日㈮・28日㈮
　11時～11時半
●土よう日おはなし会（児童向け）

　３月22日㈯　15時～15時半
●ホーホー森のカツジロウＱイズ
　３月１日㈯～30日㈰まで
　「Lv.５ 賢者」がぞくぞく誕生中
　

●作ってあそぼう！～工作ランド～

　３月８日㈯　10時半～

●おはなし会『話の小箱』（ボランティア）

　３月15日㈯　14時～
●おはなし会『ありんこのす』（こどもたち）

　３月22日㈯　11時～

●おはなし会「ちゅうりっぷ」
　３月９日㈰・23日㈰　　　　　
　11時～11時半
●おってみゅーDay（おりがみ教室）

　３月22日㈯　14時～14時半
●としょかん De クイズ・くいず
　３月15日㈯～30日㈰まで

●蔵書点検のため休館
　３月10日㈪～14日㈮
●工作ひろば
　３月１日㈯　14時～
●おはなし会
　３月15日㈯　14時～

加津佐図書館
☎０５０（３３８１）５１１９

西有家図書館
☎０５０（３３８１）５１５５

口之津図書館
☎０５０（３３８１）５１８６

原城図書館
☎０５０（３３８１）５０７８

有家図書館
☎０５０（３３８１）５０４６

深江ふるさと伝承館図書室
☎０５０（３３８１）５１２５

＊詳しいことは、館内ポスターや各図書館

　（室）に問い合わせの上、ご確認ください。

すてきな絵本は、

ひとりで読むよりふたりで。

さらに、大好きな人に

読んでもらったら、

もっと楽しい。

■日時  ３月15日㈯～23日㈰

■場所  ありえコレジヨホール　ロビー

■主催  有家図書館

ゆう ゆう

お父さんの読みかたり

世界にたった一つだけの絵本

『創作絵本展』を開催します

世界にたった一つだけの絵本

『創作絵本展』を開催します

Ａ型機能
訓練事業

３月３月 お 有 家 図 書 館 編す のす め 本

ありがとう、
フォルカーせんせい
パトリシア・ポラッコ 作／絵
香咲弥須子 翻訳  （岩崎書店）

『創作絵本展』開催！！
　　　　　有 家 図 書 館

No.21

　トリシャは本が大好き。でもどうし

ても字が読めません。

　トリシャにとって、字は、くねくね

した形に見えるだけ。友達に読めない

ことを笑われて、トリシャの苦しみは

増すばかり。でも新しい先生がやってきて、字が読めないト

リシャに特別な練習を始めたのです。

　そしてある日、魔法のようなことがおこります。字が読め

たのです！

　それからトリシャは学校が大好きになり、今では子どもの

絵本を書く仕事をしています。そう、トリシャは『彼の手は

語り継ぐ』で知られる作家パトリシア・ポラッコ、彼女自身

なのです。

すべての子どもに本の楽しさが届きますように！

子どもたちが、話・絵・製本まで仕上げて

完成させたオリジナル絵本を展示します。

皆さんのご来場をお待ちしています。
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